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のかを明らかにすることが大事だと考えられる。 

 ・赤ちゃん登校日は他では中々できない活動で子育ての意味や良さを感得する素晴らしい事

業となっている。ぜひ継続して欲しい事業である。小学生だけでなく、中学生についても

幼児への読み聞かせや遊び体験等を通じて、子どもの成長の変化を感じて欲しい。 

 ・最近の異常気象では地震や火災以外にも甚大な被害をもたらす事象が度々発生している。

その中で、学校が避難所として使用される場面も出てきている。学校の教職員・行政・地

域の方々が、避難所マニュアルのモデルを参考にしながらも、スムースな避難生活につな

がるようその学校や地域の特性を配慮した定期的な共有化とすり合わせが必要である。 

 ・小中一貫教育における生徒指導は極めて重要であると思われる。永い目でみて、子どもの

健全な成長や発達が図られるよう子どもを取り巻く環境―人間関係の把握や子どもの特性

や良さの発見及び支援などーについて境目のない指導がなされるようなきめ細かな体制が

求められている。 

 

 ２．確かな学力の向上 

 ・全国学力テストの結果、国語の力は小学生は平均以上であるが中学になると平均を下回る

という。これは、大変由々しき問題だと考えられる。いうまでもなく国語は学習の基礎に

なる教科であるから、この力はあらゆる教科科目の学習に影響してくる。中学生の読書体

験の充実も含めて、早期の対策が必要である。また、論理的な読解力が身についているの

かどうかも点検する必要があると思われる。 

 ・一方、同じ全国学力テストの結果、理科の学力は高かった。これは大変素晴らしいことだ

と思う。理科や社会は身の回りの事柄に関連して興味関心を伸ばしていくいわば社会とつ

ながっていく教科であるから、未来を予測したり、具体的な課題や問題を解決していくこ

とを学ぶ重要な活動である。社会科も含めてさらにこの力を高めていくことが求められて

いると思われる。 

 ・「はばたき」や中村ものづくり事業は酒田市の伝統的な特色ある活動であるが、今後さらに

時代に即応した活動としては、コロナの影響で前倒しで進められているＧＩＧＡスクール

構想の推進がある。小学生によるプログラミング学習と併せて、次期振興計画の中ではこ

の課題に対しては、施設整備等の予算的な問題もあるが、積極的かつ大胆な取り組みを期

待したい。 

・中高生の活字離れが叫ばれる中、これらの発達段階における読書活動のもつ意味は極めて

重要である。折しも新たな図書館が駅前に新設される中、魅力的な読書活動につながる情

報発信の拠点となれるよう学校図書館と連携しながら、他地区の事例なども参考にしてア

イデアを発揮して推し進めて欲しい。 

   

３．豊かな心と健やかな体の育成 

 ・本県では、子どものいじめ件数は大人のいじめ・嫌がらせと同様史上最多を記録している。

子どものいじめの場合は、いじめの様態が拡がっていることと自他ともにいじめの芽を発

見するアンテナが高くなっていることが増加の要因と思われる。これは、事態が重症化し
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書の選定をして、タウンセンターの拠点として地域の方々に利用されている。人気のある

本の場合は、すべての分館が予約殺到してしばらく手に取れない状況もあるので、市民の

読書傾向やニーズを踏まえた分館運営が求められている。 

 ・中央図書館では３年前からその季節に相応しいテーマや社会事象に呼応したテーマを設定

して、年間を通じて、入口付近に展示している。一方学校図書館では、司書に替わる図書

専門員や司書教諭を配置しているが常駐ではないので中央図書館のようにはいかない。そ

こで、テーマの紹介文や展示方法などのスキルを司書等から伝達して頂いて、今学校で進

められている探求的な学習の支援につなげて欲しい。 

 

９．スポーツレクリエーションの推進 

 ・現在スポーツ少年団は、団員数約 1,500 人で主に７種目の競技を実施している。７種目を

多い順に並べると、ミニバスケ・サッカー・陸上・野球・卓球・バレーボール・剣道とな

っている。こうした団活動は多くの監督やコーチなどの指導者が日常的に熱心に取り組ん

でいる。課題として、運動適性テストの実施率が 50％にも満たないことが上げられている。

調査時間の設定や結果の分析等の実施上の問題もあると思われるが、子どもの成長や適性

を本人・保護者が知って練習の参考にしたり大会等の目標を立てる上で重要な指標となる

と思われるので、実施率の向上に努めて欲しい。 

 ・ペタンク・カローリング・フロアカーリングなど様々なニュースポーツが導入されている

が、その度に推進員等が各種研修や大会に参加して、市民に伝達していることは生涯スポ

ーツを推進する上で貴重である。特に、軽スポーツを好むシニアの方や今までスポーツに

親しんでこなかった方に対しては魅力的な種目に映ると思われる。道具の購入という予算

の問題もあるが、スポーツ人口の裾野を拡げて欲しい。 

 ・競技力向上の指導も重要である。昨年の東北大会・全国大会以上の出場者は、３年前の 400

人台に対して 200 人台に落ち込んでいる。東京オリンピックを背景に年々国内における競

技水準が向上していることもあり、それらへの対策も急務である。子ども達の運動能力に

相応しい競技を見極める等、早い段階からの運動適性の把握と適切なアドバイスによる伸

長が求められている。 

 ・市内のスポーツ施設は同時代に建設されたものが多く、丁度更新や改修の時期を迎えてい

る。しかし、建設改修費用を抑えるために、そうした施設の長寿命化をめざし 10 年から 20

年延ばして維持管理をしている状況である。計画的な整備に努め、利用者にはその旨を伝

えながら丁寧な施設利用を周知させることも重要である。 

 

10．芸術文化活動の推進 

 ・昨年度は、酒田特別支援学校の児童生徒が、素晴しいアート作品を一堂に展示したり、ミ

ュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」に多数特別出演して市民を感動させることがで

きた。作品を出品したこどもやステージで歌った子どもたちも大きな自信と自己有用感を

感じたことと思われる。多くの市民も共生することの意味を実感したのではないか。 

 ・体系的かつ段階的に芸術に親しもうという文化芸術推進プロジェクトの方針の下、酒田出
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身の３人の芸術家―写真芸術の佐藤時啓氏や指揮者の工藤俊幸氏・声楽家の市原多朗氏―

から子ども達が直接助言を受けたり、生の指導場面を見ることができるのは大変素晴らし

い体験だったと思われる。一流に触れることで子ども達の芸術への興味関心がさらに高ま

ったと思われる。 

 ・土門拳記念館は全国に２つしかない個人写真館の１つであるが、リピーターの確保に苦慮

している。また市立美術館は、県立美術館のない本県では山形美術館と並ぶ代表的な美術

館で県内外からも沢山の方が鑑賞に来ている。また、高橋剛の彫刻や森田茂や佐藤昌祐・

齋藤長三の絵画など多くの収蔵品がある。残念なのは両館とも子ども達に親しみやすいミ

ュージアムになっていないことである。今後は、子ども達が気軽に来て、絵画や写真につ

いて学んだり感性を磨く空間になって欲しいと願っている。 

 ・今後も生の芸術に触れる機会を数多く開催して欲しい。とくに子ども達にはオーケストラ

や演劇などの迫力ある音楽や総合芸術と言われる舞台に接して欲しい。 

 

11．歴史・文化遺産の保存と活用 

・旧鐙屋は井原西鶴の「日本永代蔵」に登場してくる大商家である。江戸の商業活動を理解

するのにふさわしい施設である。数年かけて大修理にかかる予定と聞いている。観光客の

多い歴史施設なので工事中でも極力見学できるよう配慮して欲しい。 

・酒田市は、山居倉庫を国の文化財に指定すべく、複数の専門家を招へいして調査研究を続

けていると聴いている。河村瑞賢による西廻り航路の拠点港として江戸中期から栄えた酒

田港を象徴する米倉庫である。国の認定後は、本間家旧本邸、鐙屋と併せて歴史的に江戸

を味わう３大施設に成り得ると思われる。 

・黒森歌舞伎は、ポーランドとの国交百周年の記念事業として渡欧して、ワルシャワとクラ

クフの２都市で公演して大喝采を受けたと聴いている。今後はその映像を市民に還元して

欲しいし、今後の交流を継続すると共にポーランドの民俗芸能を酒田で招待して披露して

欲しいと願っている。 

・民俗芸能フェスタは長く続いている優れた文化イベントであるが、毎年県内外の優れた伝

統芸術を紹介して頂いている。市民にとっても貴重な経験であるし、地元の芸能団体にと

っても刺激になったり、参考に成ったりすることも数多くあると思われる。参加者が減少

してきているので対策を講じて欲しい。 

 ・町内会や集落の歴史はそれぞれの自治会や公民館単位で記録整理されている場合が多いと

思われる。ただ、その時代の具体的な様子とか経済活動を解き明かすことが出来るような

資料は保存する必要がある。例えば、小中学校も最近の統廃合によって学校の記録が散逸

しまう恐れがあるので、資料を保存するガイドラインが必要だと思われる。 

 

12 教育行政の推進 

 ・２年前から発行している教育広報紙は、Ａ４二枚の４頁建てであるが、非常にコンパクト

に酒田市の教育の状況をまとめて発信している。全戸配布なので子どもさんのいない世帯

でもその実状を知ることができるので有効である。今後も継続して欲しい。 

－ 10 －



－ 11 －



－ 12 －



－ 13 －



－ 14 －



－ 15 －



－ 16 －



－ 17 －



－ 18 －



－ 19 －



－ 20 －



－ 21 －



－ 22 －



－ 23 －



－ 24 －



－ 25 －



－ 26 －



－ 27 －



－ 28 －



－ 29 －



－ 30 －



－ 31 －



－ 32 －



－ 33 －



－ 34 －



－ 35 －



－ 36 －



基本的方向　Ⅰ　明日を担う子どもたちの生きる力をはぐくむ
基本施策　５．教育環境の整備

1 施策の概要

●施策の実施内容（DO）
2 主な事業の実施状況および成果

（1）学校施設の整備

（2）学校規模の適正化の推進

（3）通学の安全確保

（4）学習バスの運行

（5）学校ICT環境の整備充実

（6）教育の機会均等

（7）私立学校等の振興

●施策の評価（CHECK）
3 施策の現状評価 ＊施策を構成する事務事業の妥当性（施策に対する事務事業のバランス）

＊施策の進捗状況（事務事業の進捗と関係した施策の進捗）

＊施策の中での資源（金・人・もの）の配分と評価の考え方（優先度）

施策名

担当課 企画管理課、学校教育課

・教育用コンピュータの定期的な更新（OSの更新も含む）や、校務用コンピュータの更新、周辺機器の整
備を進めることで、時代に対応したICT環境を整えることができた。

施策評価表

・全小中学校の普通教室への冷房設置、また整備計画に沿った学校と給食施設のトイレ洋式化と耐震化改修
を行い、学校の学習・生活環境の向上が図られた。

・私立高校授業料の補助、大学修学の教育ローン利子補給、奨学金の給付を実施し、低所得世帯の経済的負
担軽減を図り高等教育の就学の機会を確保した。

・私立高等学校の学校運営での大きな収入の柱である生徒数が減少する中で、運営費を補助することで健全
な学校財政運営に貢献した。

（1）学校施設の整備

（2）学校規模の適正化の推進

（3）通学の安全確保

・通学路の危険個所について、学校等から小学校14校42か所、中学校３校３か所の報告があった。11月
18日に警察を含む関係者が対策を検討し、11月25日に３校３か所について合同点検を実施し安全確保に
努めた。横断歩道の新設等は警察が公安委員会に諮ることとなる。

・スクールバス24台を安全に運行し、遠距離通学の児童生徒の安全な登下校に寄与した。

評価対象年度 令和 元 年度

（1）学校施設の整備　（2）学校規模の適正化の推進　（3）通学の安全確保
（4）学習バスの運行　（5）学校ＩＣＴ環境の整備充実　（6）教育の機会均等
（7）私立学校等の振興

基本施策名 ５．教育環境の整備

・小・中学校学区改編審議会に諮問された際には、十分な審議により答申が可能である。
・学校規模の適正化に向けて動き出した地域（１学区）がある。

・通学路の安全点検については、学校から報告のあった箇所について適切に合同点検等を実施し、児童生徒
の登下校の安全確保に努めることができた。

・小・中学校学区改編審議会を開催（２回）し、審議会委員の理解を深めた。
・学校の適正規模・適正配置に課題のある学区での説明会・懇談会等を開催（９回）し、地域と課題の共有
を図った。

・遠距離通学の対象となる児童生徒については、スクールバスや通学タクシー、バス定期券の配布等を実施
し、安全で円滑な児童生徒の輸送を行うことができた。

・学校施設を安全で快適な環境としていくために、必要修繕や規模が大きいものは計画的に修繕、改修を行
う。トイレの洋式化については、子どもの生活様式の変化への対応と避難所としても利用がされることにな
るため、計画的に整備を進めている。PTAの協力を得ながら行っている環境整備は、学校への愛着や大切
に学校を使用する気持ちの醸成にも貢献している。

・学習用のバス３台を有効に活用し、市の基準に則り適切な運行をすることで、安全に校外学習を実施する
ことができた。

 ５．教育環境の整備　1／3
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基本的方向　Ⅲ　生涯スポーツで明るく健やかに生きる
基本施策　９．スポーツ・レクリエーションの推進

1 施策の概要

●施策の実施内容（DO）
2 主な事業の実施状況および成果

（1）子どもの基礎的運動能力の向上（再掲）

（2）生涯スポーツの推進

（3）競技スポーツの振興

（4）スポーツ施設の整備充実

●施策の評価（CHECK）
3 施策の現状評価 ＊施策を構成する事務事業の妥当性（施策に対する事務事業のバランス）

＊施策の進捗状況（事務事業の進捗と関係した施策の進捗）

＊施策の中での資源（金・人・もの）の配分と評価の考え方（優先度）

・トップレベルのスポーツに触れる機会として、全国規模の大会誘致に努める必要がある。

4 国・県の動き、社会情勢 ＊国・県の方針や次年度以降に予測される社会情勢の変化のうち、施策に具体的に影響するもの

施策評価表
評価対象年度 令和 元 年度

基本施策名 ９．スポーツ・レクリエーションの推進

・ニュースポーツ大会を企画し、地域の住民の「する」「ささえる」スポーツの普及に取り組んだ。

・白崎資金を活用して、小中高・一般の一貫した指導体制の確立と指導者の資質向上を目指し、実技講習や
講演会を開催するとともに、中央研修会・講習会等に派遣し、指導者のレベルアップと選手の育成を図っ
た。

・勤労者体育センターの耐震改修工事を行い、施設の環境整備を図った。
・国体記念体育館の長寿命化のため、改修が必要な箇所の調査を行った。
・今後の施設整備のために「酒田市体育施設整備方針」を策定した。

（1）子どもの基礎的運動能力の向上（再掲）

施策名
（1）子どもの基礎的運動能力の向上（再掲）　（2）生涯スポーツの推進
（3）競技スポーツの振興　（4）スポーツ施設の整備充実

担当課 スポーツ振興課

・スポーツ少年団員を対象とした各種大会、他地域との交流活動、運動適性テスト、指導者研修会等を実施
することにより、一人でも多くの子どもたちがスポーツ少年団活動に参加できる環境を整備した。

・生涯スポーツ活動の普及・推進に寄与するスポーツ推進委員の資質向上を図るため、全国等の各種研修会
へ参加、派遣した。

・国内における競技水準が年々向上しており、白崎資金を活用した小中高・一般の一貫した指導体制の確立
や、激励金の交付により、指導者の資質向上や選手の競技力向上を進めて行く必要がある。

・小学生の時期から、子どもの運動能力にあった競技を見極める事業展開が必要である。
（4）スポーツ施設の整備充実
・「酒田市体育施設整備方針」に基づいたスケジュールで、施設の整備を進めて行く必要がある。
・国、県、その他の財源を活用した予算執行をしていく必要がある。

・東京2020オリンピック・パラリンピックの開催延期により、聖火リレーも延期となった。今後、東北大
会以上の大規模なスポーツイベントの開催誘致活動に関わる競技団体をはじめ、ボランティアの協力体制な
ど気運の醸成が図られない状況となる。

・基礎的運動能力を測るために運動適性テストを実施したが、全体の46％の実施に留まったため、全員実
施に向けた取組が必要である。

・一人でも多くの子どもたちが「遊び」を通じた活動ができるために、指導者研修会等を実施したり、活動
環境を整備することが必要である。

（2）生涯スポーツの推進
・スポーツ推進委員会主催の第２回ニュースポーツ大会を開催し、「カローリング」競技を普及させた。

・各地区体育振興会、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブと協力しながら、運動習慣を身につけ
させる取り組みや、障害者スポーツの理解を深める取り組みが必要である。

（3）競技スポーツの振興

・スポーツ少年団の新指導者制度により、指導者の資質向上が図られる一方で、登録者の減少が懸念される
とともに、資格取得に係る費用負担が大きくなる。

・新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度の全国大会等の開催が中止になったことから、今後、
大会開催に向けたガイドラインを基にしたコロナ対策の強化等、開催費用の増額が強いられる恐れがある。
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